








序     文 

 

 独立行政法人国際協力機構は、モロッコ王国と締結した討議議事録（Record of Discussion：R/D）

に基づき、技術協力プロジェクト「農業機械化研修センター計画」を、2000 年 9 月 1 日から 5 年

間の予定で実施しています。 

この度、プロジェクトの協力期間終了を約 6 カ月後に控え、協力期間中の活動実績等について、

モロッコ王国側と合同で総合的な評価を行うとともに、今後の対応策等を協議するため、2004 年

（平成 16 年）3 月 6 日から同年 3 月 26 日まで、当機構農村開発協力部第三グループ 乾燥畑作地

帯第一チーム長 佐藤 仁を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣しました。 

本報告書は、同調査団によるモロッコ王国政府関係者との協議及び評価調査結果などを取りま

とめたものであり、本プロジェクト並びに関連する国際協力の推進に活用されることを願うもの

です。 

終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表

します。 

 

平成 18 年 12 月 
 

   
独立行政法人国際協力機構  
農 村 開 発 部 
部  長   松  田  教  男 
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農業機械化研修センター（CFMA） CFMA 内部：研修用農業機械 

CFMA 内部：改良実習室 作成された研修テキスト 
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現地調査：近隣農家（TIFLLET） 現地調査：民間の修理工 

現地調査：修理工により作成された唐蓑 合同評価委員会 

合同評価報告書署名 合同調整委員会 
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略  語  表 

 

C/P  カウンターパート 

CEFMA  農業機械化研修センター 

CQA  農業高等学校 

CT  普及所 

DERD  農業農村開発漁業省 教育研究開発局  

DPA  地方農業普及局 

DPV  農業農村開発漁業省 作物生産局 

DRH  農業農村開発漁業省 人材局 

ENA  国立農業学校 

IAV  王立ハッサン II 世農獣医大学 

INRA  国立農業試験場 

ITA  農業専門学校 

JCC  合同調整委員会 

M/M  議事録 

MADRPM  農業農村開発漁業省 

PCM  プロジェクト・サイクル・マネージメント 

P/D         プロジェクト・ダイレクター 

PDM  プロジェクト・デザイン・マトリックス 

P/M  プロジェクト・マネージャー 

PO   活動計画 

R/D  討議議事録 
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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 
国名：モロッコ王国 案件名：農業機械化研修センター計画 
分野：農業開発 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：農村開発部 第三 G  

乾燥畑作地帯第一 T 
協力金額（評価時点見込み）：5 億円 

先方関係機関：ハッサン二世農獣医大学 
日本国側協力機関：農林水産省 

協力期間 

2000/9/1-2005/8/31 
(延長) 
(F/U) 
 
(E/N)（無償） 

他の関連協力：生物系特定産業技術研究支援 
センター 

１－１ 協力の背景と概要 
モロッコ王国（以下、「モ」国）における農業分野は国民総生産の 20％を占め、国家経済の重要な役

割を果たしている。これまで、「モ」国の食糧生産は人口増加に伴い順調に伸びてきたが、未だ自給に
達していない。このため「モ」国政府は農業の近代化、生産性の向上による食糧自給達成を目指すべく、
農業機械化を最も重要な基盤と位置付け、中小規模農家への機械導入を推進している。しかし、農業機
械の利用についての経験が少なく、また適切な技術指導を行うことのできる普及職員が不足している現
状にある。 
この様な状況下、中小規模農家における農業機械化を推進するための普及職員等の育成及び知識の向

上を目的とする技術協力プロジェクトが「モ」国より要請されたことを受け、農業農村開発漁業省ハッ
サン II 世農獣医大学（IAV）内に農業機械化研修センター（CFMA）を設立し、2000 年 9 月から農業機
械化研修センター計画プロジェクトを実施している。この技術協力プロジェクトで農業機械の利用・維
持管理、試験評価及び改良に関して、研修の計画と実施を通じて技術移転を行っている。 

１－２ 協力内容 
1) 上位目標 

中小規模農家が普及活動を通じて農業機械に関する理解を深める。  

2) プロジェクト目標 
農業機械に関わる専門技術を有する十分な数の普及職員等が育成される。 

3) 成果 
(1) 調査分析に基づき、IAV において普及職員等を対象とした包括的な研修プログラムが創設され

る。 
(2) 普及職員等を対象とした農業機械の利用・維持管理に関わる研修が実施される。 
(3) 普及職員等を対象とした農業機械の試験評価に関わる研修が実施される。 
(4) 普及職員等を対象とした農業機械の改良に関わる研修が実施される。 

4）投入（評価時点実績） 
日本国側： 

     長期専門家派遣     8 名        機材供与       0.40 億円 
     短期専門家派遣    15 名（延べ人数）  ローカルコスト負担  0.23 億円 
     研修員受入      13 名         

相手国側： 
カウンターパート（以下、C/P）配置    26 名         
ローカルコスト負担              0.30 億円  

２．評価調査団の概要 
 調査団員 （担当分野：氏名、職位） 

総括    ：佐藤 仁    JICA 農村開発部第三グループ  
乾燥畑作地帯第一チーム チーム長 

農業機械研修：久保田 興太郎 農業・生物系特定産業技術研究機構生物系特定産業 
技術研究支援センター 園芸工学研究部 次長 

評価管理  ：荒木 亜礼譜  JICA 農村開発部第三グループ  
乾燥畑作地帯第一チーム 職員 

評価分析  ：高沢 正幸   株式会社レックス・インターナショナル 
調査期間 2005 年 3 月 6 日～2005 年 3 月 26 日 評価種類：終了時評価 
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３．評価結果の概要 
実績の確認（成果に対する達成度）及び 5 項目評価の 2 つの視点から評価した結果、プロジェクト

目標は概ね達成された。しかし、改良に関する研修については、指導教官及び研修修了者が、修得し
た技術を実際の改良に適用させるには、更に多くの経験が必要であることを確認した。また、主たる
対象である普及職員が修得すべき技術を確認し、それを基にプロジェクト終了時までに C/P の技術の
向上を図る具体的な活動計画を作成し、プロジェクト終了までに不足する部分については、プロジェ
クト終了後、主に C/P を対象とした国別研修による補完を検討することを「モ」国側に提案した。
 

３－１ 実績の確認 
(1) 包括的な研修プログラムの設立に関して設定された「15 コース以上の研修コースが創設される」
についての指標は、23 コースを創設していることを確認した結果、達成したと判断した。また、
成果の質を評価するために設定した「指導教官が、農民、普及職員等の裨益対象者のニーズを汲み
取るモニタリング手法を修得し、研修プログラムに反映して創設、運営することができる」につい
ては、ローカルコンサルタントが CFMA での研修を修了した普及職員へ実施した調査の結果によ
り、普及職員が修得した技術を活用して普及活動を行っていることを確認し、普及職員等のニーズ
を汲み取った研修が創設・運営されたと判断した。 

(2) 「利用維持管理」、「試験評価」、「改良」に関する研修についてそれぞれ設定された「各研修コー
スにおいて理論並びに実技に係るテキストの数、指導教官の役割を担えるスタッフの数」の指標は、
各研修コースについて、テキスト数、育成されたスタッフ数を確認した結果、達成したと判断した。
また、成果の質を評価するために設定した「指導教官が、各研修に関して研修テキストを作成し、
研修を企画・運営することができる」との視点については、利用・維持管理及び試験評価に関する
研修は、アンケート、インタビュー、研修テキストから判断して、達成していることを確認した。
しかし、「改良」に関する研修については、指導教官が修得した技術を実際の改良に適用させるた
めには、更に多くの経験が必要であることを確認した。 

 
３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：本プロジェクトは中小規模農家が機械化を推進するための指導を行う普及職員の育成を
することが目的であり、「モ」国側の社会開発計画（1999 年～2003 年）、地方開発戦略（2020 年）
に整合すること、JICA の国別援助実施計画に一致することを確認した。 

(2) 有効性：プロジェクト目標は、指標を CFMA の研修コース受講者の人数が述べ 500 人以上に達
すると設定し、現在において 826 人の研修生が受講したことを確認した。また、研修受講前後に
行ったテストの結果、受講後の点数が受講前と比べ 1.9 倍に向上していることを確認した。 
しかし「改良」に関わる研修については、研修修了者は改良技術の知識については修得している
が、修得した技術を実際の改良に適用させるには更に多くの経験が必要であることを確認した。

(3) 効率性：長期専門家の専門性、能力、派遣期間、派遣のタイミングについては、C/P、専門家へ
のアンケート及びインタビューを通じて概ね適当であったことを確認した。また、数名の短期専
門家について語学の点でコミュニケーションが困難であったと C/P から指摘があったが、成果の
達成に重要な影響を与えるものではなかったことを確認した。また、試験評価及び改良に関する
研修については、農業省で実施のための予算措置の調整に時間を要したため、当初の予定より研
修の開始が遅れ、この結果、成果の円滑な達成に影響を及ぼした。 

(4) インパクト：研修を修了した普及職員及び同普及職員から農業機械に関する技術指導を受けた農
民を対象にローカルコンサルタントを活用して行った調査の結果、21 名の普及職員が延べ 5,000
人以上の農民に対して、研修の成果を基に技術指導を行っていることを確認した。なお現時点で
研修を修了した普及職員は 800 人以上になっており、上位目標は今後十分に達成が可能であると
判断する。 

(5) 自立発展性：実施機関である IAV 内の組織規程に基づき農業機械化継続研修センターとして発
足したことを確認した。本規程で IAV が CFMA の運営について必要な手段及び予算を手配する
ことが定められている。これにより財政面及び組織面での自立発展性については担保されている
と判断する。 

 
４．今後の課題： 
(1) プロジェクトより提出された、プロジェクト完了までの活動計画に基づいて活動を遂行する。
(2) 合同調整委員会がプロジェクト進捗について定期的なモニタリングや提言を行う。 
(3) 農業機械化委員会（NCAM）が農業機械セクターに関連する他の機関との調整役を務める。 
(4) 「モ」国側のプロジェクトの進捗状況及び成果に照らし合わせ、また実施体制が確立されるこ

とを前提に、第三国研修の実施を検討する。 
(5) JICA モロッコ事務所に対して、農業省次官の署名を取り付け、JICA 本部を含む関係機関に送付

することを依頼する。 
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第１章 終了時評価調査の概要 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

モロッコ王国（以下、「モ」国）における農業分野は国民総生産の 20％を占め、国家経済の重要

な役割を果たしている。これまで、「モ」国の食糧生産は人口増加に伴い順調に伸びてきたが、未

だ自給に達していない。このため「モ」国政府は農業の近代化、生産性の向上による食糧自給達

成を目指すべく、特に農業機械化を最も重要な基盤と位置付け、中小規模農家への機械導入を推

進している。しかし、農業機械利用についての経験が少なく、また適切な技術指導を行える普及

職員が不足している現状にある。 

この様な状況下、中小規模農家向けに農業機械化を推進するための普及職員等の育成・知識の向

上を目的とする技術協力プロジェクトが「モ」国より要請された事を受け、独立行政法人国際協

力機構（以下、JICA）は、農業農村開発漁業省（以下、農業省）ハッサン II 世農獣医大学（以下、

IAV）内に農業機械化研修センター（以下、CFMA）を設立し、2000 年 9 月から農業機械化研修セ

ンター計画プロジェクトを実施し、農業機械の利用・維持管理、試験評価、改良技術の 3 分野に

関する研修の計画と実施を通じて技術移転を行っている。 

本調査では、2005 年 8 月のプロジェクト終了を控え、事前評価、短期調査、実施協議（R/D、ミ

ニッツ）、PDM、運営指導（計画打合せ）、運営指導（中間評価）調査団合同評価報告書を踏まえ、

「モ」国側と合同でプロジェクトの実績や実施プロセスを確認し、計画に対する達成度を検証す

ると共に、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点から評価を

行う。また評価結果を踏まえて、協力終了後のプロジェクトの方向性について「モ」国側と協議

し、提言及び教訓を含む合同評価報告書を取りまとめることを目的とする。 

 

１－２ 調査団の構成及び業務所掌 

１－２－１ 調査団の構成 

佐藤 仁 
 

総括 JICA 農村開発部 
第三グループ 乾燥畑作地帯第一チーム チーム長 

久保田 興太郎 農業機械研修 農業・生物系特定産業技術研究機構 
生物系特定産業技術研究支援センター  
園芸工学研究部 次長 

荒木 亜礼譜 評価管理 JICA 農村開発部 
第三グループ 乾燥畑作地帯第一チーム 職員 

高沢 正幸 評価分析 株式会社 レックス・インターナショナル  
開発計画コンサルタント 

 

１－２－２ 業務所掌 

(1) 総括 

①当該調査の目的、調査範囲等について、調査団を代表して「モ」国側関係者に説明する

とともに、各種会議及び合同委員会の会議にあたっては、調査団の代表として発言する。 

②計画段階から現時点までのプロジェクトの実施状況を総合的に調査・評価し、「モ」国側

評価チームと協議の上、その結果を合同評価報告書にまとめ、合同調整委員会（JCC）で
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報告・提言を行い、ミニッツに署名する。 

③帰国後、関係各省及び JICA に調査結果を報告するとともに、他の団員と協力して調査報

告書を取りまとめる。 

 

(2) 農業機械研修 

①調査計画に基づいた協議と調査、成果とプロジェクト目標の達成状況を整理・分析す    

る。また、現地において情報収集が必要な項目をリストアップし、現地でのインタビュー

項目を含む調査計画を作成する。 

②既存資料の分析、調査計画に基づいた協議と調査、プロジェクトサイトでの現地調査で得

られた結果を総合的に判断し、PDM に掲げられた成果の達成度について「JICA 事業評価

ガイドライン改訂版」を踏まえた評価を行い、「モ」国側評価チームと協議の上、合同評

価報告書に取りまとめる。特に、「モ」国における農業機械化政策面及び技術的見地から、

本プロジェクトから得られた教訓を導く。 

③帰国後、調査結果を専門的見地から整理・検討し、関係各省及び JICA に調査結果を報告

するとともに、他の団員と協力して調査報告書を取りまとめに協力する。 

 

(3) 評価管理 

①プロジェクトの上位目標・プロジェクト目標の妥当性について評価するとともに、プロジ

ェクト終了後の実施体制に関して、予算、組織及び制度面の観点から自立発展性を「モ」

国側評価チームと協議の上、合同評価報告書に取りまとめる。 

②調査及び協議を効率的・効果的に実施するため、各団員の業務を調整する。 

③帰国後、調査結果を整理・検討し、関係各省及び JICA に調査結果を報告するとともに、

他の団員と協力して調査報告書を取りまとめる。 

 

(4) 評価分析 

①PDM に基づき、プロジェクトの実績、実施プロセス及び評価 5 項目毎のデータ収集方法、

調査方法等を検討の上、「評価グリッド（案）」（英文、和文）を本邦において作成する。 

②「モ」国側評価チームに対し、「JICA 事業評価ガイドライン改訂版」を用いた評価方法に

ついて説明を行う。また、「評価グリッド」に従ってデータの収集・整理を行い、他団員

とともに総合的判断の下、評価 5 項目の観点から評価し、担当分野の「合同評価報告書」

（英文/案）、「ミニッツ」（英文/案）及び「現地調査報告書」（和文/案）を作成する。 

③帰国後、「評価調査結果要約表」（案）（英文、和文）を作成し、関係各省及び JICA に担

当分野に係る調査結果を報告するとともに、調査報告書の取りまとめに協力する。 
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１－３ 調査期間 

2005 年 3 月 14 日～2005 年 3 月 26 日（13 日間）、（但し、評価分析団員は 3 月 6 日～3 月 26 日
まで 21 日間） 

 

 

 

 

 

団員 月 日 

総括・農業機械研修・評価管理 評価分析 
3/6 日 成田（11:10）→パリ（15:45）  

パリ→オルリー 
オルリー（20:20）→ラバト（22:05） 

3/7 月 JICA 事務所打合せ 
農業省表敬 
ハッサンⅡ世農獣医大学（IAV）表敬 
合同評価委員との協議（調査方針説明）

3/8 火 
3/9 水 
3/10 木 
3/11 金 
3/12 土 
3/13 日 

 
 

3/14 月 成田（11:10）→パリ（15:45）  
パリ→オルリー 
オルリー（20:20）→ラバト（22:05） 

専門家へのヒアリング調査 
C/P へのヒアリング調査 
情報整理・分析と評価資料作成 
普及職員へのヒアリング（3/11 CFMA
にて） 
農民へのヒアリング（3/12） 

3/15 火 JICA 事務所打合せ 
在モロッコ日本国大使館表敬 
農業省、IAV 表敬 
専門家との打合せ 
プロジェクト専門家打合せ 

3/16 水 現地調査 
3/17 木 プロジェクトへのヒアリング調査 

合同評価委員打合せ 
3/18 金 IAV、プロジェクトとの協議 

第 1 回合同評価委員会 
3/19 土 団内打合せ 

合同評価報告書作成 
3/20 日 資料整理 

団内打合せ 
合同評価報告書作成 

3/21 月 第 2 回合同評価委員会 
合同評価報告書作成 

3/22 火 第 3 回合同評価委員会 
3/23 水 第 4 回合同評価委員会（合同評価報告書ドラフト確認） 

農業省次官表敬（合同評価報告書説明） 
3/24 木 合同評価報告書及びミニッツ署名・交換（合同調整委員会） 

JICA 事務所報告 
在モロッコ日本国大使館報告 

3/25 金 ラバト（11:15）→パリ（15:10） 
パリ（18:05）→ 

3/26 土 成田（14:00） 
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１－４ 主要面談者 

氏     名 役職名等 

・農業農村開発省 
Moha Marghi 

 
AZLAL Mohamed ＊ 

 
 

EL Aissaoui Asdelleah ＊ 
HAMMADA Lahsen 
OUASSIF Moustafa ＊ 

 
 
・合同評価委員会メンバー 

HAMMOUTOU El Mekki ＊ 
LAAYATTI Lahcen 

 
RAMAH Mohamed 

 
KALAI TLAMSANI Noura  
CHAALI Allal 
ABOUHARB Amjad 

 
・カウンターパート 

GUESSOUS Fouad ＊ 
HOUMY Karim ＊ 
BAALI EL-Houssain 
BOURARACH EL Hassan 
EL-BAGGARI Mohammed 
BOUZRARI Benaissa 
KASMI Abdellah 
AZOUGGAGH Mohammed 
SBAI Abdelaziz 
EL-HIMDY Badre 
BEKKAOUI Ahmed 

 
（日本国側関係者） 
・在モロッコ日本国大使館 
八角 幸雄 

 
・JICA モロッコ事務所 
辻岡 政男 ＊ 
小畑 永彦 
中川 直人 

 
・プロジェクト専門家 
長木 司 ＊ 
綿引 忠 
龍澤 直樹 
太田 恵美 

 
General Sectary of Ministry of Agriculture, Rural Development 
and Maritime Fisheries（MADRPM） 
Director of Division Education Technique and Professional  
Training, Direction Education Research and Development 
（DERD）, MADRPM 
National Institute of Agricultural Reserch（INRA） 
National Agricultural Education School（ENA） 
Regional Office of Agricultural Development（ORMVA）  
 
 
 
Director of Crop Production Directory, MADRPM 
Division Education Technique and Professional Training,  
DERD, MADRPM 
Extension Center of Khemisset, Provincial Direction of  
Agriculture of Khemisset, MADRPM 
Division of Agriculture Extension ,DERD, MADRPM 
Division of Cooperation, MADRPM 
Division of Cooperation, MADRPM 
 
 
General Sectary of IAV（Project Director） 
Use and Maintenance（Project Manager） 
Testing and Evaluation 
Improvement 
Use and Maintenance 
Testing and Evaluation 
Improvement 
Improvement 
Use and Maintenance 
Use and Maintenance 
Testing and Evaluation 
 
 
 
一等書記官 
 
 
所長 
次長 
企画調査員 
 
 
チーフアドバイザー/試験評価 
改良 
利用・維持管理 
業務調整員 

＊合同調整委員会メンバー 
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１－５ プロジェクトの概要 

１－５－１ 概要 

プロジェクト名称  ：農業機械化研修センター計画 

協力期間          ：2000 年 9 月 1 日～2005 年 8 月 31 日（5 年間） 

プロジェクトサイト：ラバト 

「モ」国側実施機関：王立ハッサン II 世農獣医大学（IAV） 

日本国側協力機関  ：農林水産省、生物系特定産業技術研究支援センター 

 上位目標 
中小規模農家が普及活動を通じて、農業機械に関する理解を深める  

 プロジェクト目標 
農業機械に関わる専門技術を有する十分な数の普及職員等が育成される 

 成果 

(1) 調査分析に基づき、IAV において普及職員等を対象とした包括的な研修プログラムが  

創設される 

(2) 普及職員等を対象とした農業機械の利用・維持管理に関わる研修が実施される 

(3) 普及職員等を対象とした農業機械の試験評価に関わる研修が実施される 

(4) 普及職員等を対象とした農業機械の改良に関わる研修が実施される 
 

 

１－５－２ 協力プロセス 

これまでの各種調査の結果は以下の通り。 

(1) 事前調査（1999 年 10 月 25 日～11 月 6 日） 

先に「モ」国より要請のあった、技術協力プロジェクト「農業機械化研修センター計画」

の①要請背景、②国家開発計画における本プロジェクトの位置付け、③「モ」国における農

業機械化の現状と課題、④「モ」国側の実施体制（政策的位置付け、予算、人員）、⑤技術協

力プロジェクトの実施妥当性を検証した結果、「モ」国の農業事情に適した農業機械を中小規

模農家へ普及し、生産性の向上、労働環境の改善を図る必要性が高いことを確認した。同調

査結果を踏まえて、関係機関との協議の結果、IAV に普及職員等を対象とした農業機械に関

わる知識・技術の向上を図る拠点として CFMA を開設し、研修運営技術を指導する技術協力

プロジェクトの基本計画案を作成し M/M に取りまとめ、「モ」国側と署名を取り交わした。 

 

(2) 短期調査（2000 年 5 月 28 日～6 月 9 日） 

事前調査の結果を基に、実施機関との協議を行い、本プロジェクトの基本コンセプトとし

て、CFMA において、「モ」国の農業機械化に関わる包括的な研修プログラムを策定し、①農

業機械の利用・維持管理、②農業機械の試験評価、③農業機械の改良の 3 分野を柱とした研

修を実施することを確定した。また同結果を踏まえて、詳細なプロジェクトの基本計画案、

暫定 PDM 案を作成し、M/M に取りまとめ「モ」国側と署名を取り交わした。 
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その後、合意事項を検討し、討議議事録（Record of Discussions：R/D）、暫定実施計画

（Tentative Schedule of Implementation：TSI）及び M/M を作成した上で、JICA モロッコ事務

所長とプロジェクト・ダイレクター（P/D）である IAV 学長との間で署名を取り交わし（2000

年 7 月 24 日）、2000 年 9 月 1 日から 5 年間にわたって技術協力プロジェクトを実施するこ

とが確定した。 

 

(3) 運営指導（計画打合せ）調査（2001 年 6 月 4 日～6 月 16 日） 

協力開始後 1 年を経たプロジェクトの進捗状況の確認を行うとともに、具体的なプロジェ

クト活動、運営計画を「モ」国側関係機関と協議し、暫定 PDM の見直し及び TIS を基にした

活動計画（Plan of Operation：PO）の作成を行い、M/M に取りまとめて「モ」国側と署名を

取り交わした。この結果、プロジェクトの成果を定量的に評価する指標を設定し、プロジェ

クト目標の指標の設定は中間評価の際に決定することとした。 

 

(4) 中間評価調査（2003 年 4 月 7 日～2003 年 4 月 17 日） 

協力開始後 2 年を経たプロジェクトの進捗状況の確認を行うとともに、運営指導（計画打

合せ）の結果を踏まえて修正された PDM について、定義が不明確な部分や、成果の達成度を

定量的に評価する指標の数値目標を設定する改訂を行った。同 PDM は JCC にて承認を了し、

M/M に取りまとめて「モ」国側と署名を取り交わした。 
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第２章 終了時評価の方法 

 

２－１ 合同評価調査団の結成 

日本国側は本調査団、「モ」国側は下記メンバーにより合同評価調査団を構成し、評価にあたっ

た。なお、「モ」国側評価チームは、日本国側調査団構成に準じた構成とし、客観的評価を行うた

めカウンターパート（以下、C/P）等のプロジェクト関係者は評価チームに参加せず、合同評価調

査団の要請に応じて報告を行うものとした。 

 

氏名 担当 所属先／役職名 
Mr. HAMMOUTOU 
El Mekki 

生産要素供給課長 農業農村開発漁業省 
作物生産局 

Mr. LAAYATTI  
Lahcen 

職業訓練課長 農業農村開発漁業省 
教育研究開発局    

Mr. RAMAH Mohamed Kemisset 普及所長 農業農村開発漁業省 
教育研究開発局   

Ms. KALAI TLAMSANI   

Noura 
研修担当室長 農業農村開発漁業省 

教育研究開発局   
Mr. CHAALI Allal 二国間協力課長 外務協力省 国際協力部 
Mr. ABOUHARB Amjad 二国間協力課日本国担当官 外務協力省 国際協力部  
 

２－２ 主な調査項目と情報・データ収集方法 

 プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）の評価手法を取り入れた。PCM を用いた評

価は、①プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に基づいた評価のデザイン、②プロジ

ェクト実績や実施プロセスを中心とした必要情報の収集、③評価 5 項目（妥当性、効率性、有効

性、インパクト、自立発展性）という観点からの収集データの分析、④分析結果からの提言・教

訓の導き出し及び報告という流れになっている。具体的には以下の通り。 

(1) 評価のデザイン 

事前評価、短期調査、実施協議（R/D、M/M、PDM）、運営指導（計画打合せ）、運営指導（中

間評価）調査団合同評価報告書、終了時評価に係る事前資料、各種プロジェクト報告書等を

踏まえ、終了時評価の実施項目と調査項目をまとめた評価グリッド（付属資料 1 M/M Annex 2）

を作成した。また計画に対する達成度を評価するにあたっては、中間評価の際に、定量的に

評価する指標を見直して設定したが、本調査にあたっては、同指標を補完し、プロジェクト

目標や成果の達成度を定性的に評価するための「視点」を設定した。 

 

(2) 情報収集 

1) R/D、PDM、PO 等のプロジェクト計画に係る文書及び資料 

2) 各種報告書 

事前評価報告書、短期調査報告書、運営指導調査（計画打合せ）報告書、運営指導（中間

評価）報告書、事業進捗報告書、終了時評価に係る事前資料等の資料 
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3) ローカルコンサルタントによる研修修了者へのインパクト調査 

（CFMA での研修を修了した普及職員 21 名を対象：付属資料 2 及び 3） 

4) ローカルコンサルタントによる農家へのインパクト調査 

（ティフレット、セタット、タザ 3 市の農民 97 名を対象：付属資料 2 及び 3） 

5) 日本人専門家、C/P へのインタビュー及び質問表による調査 

 

(3) 情報分析 

収集した情報を踏まえ、評価グリッド（付属資料 1 M/M Annex 2）の主な調査項目について、

上記の情報源から収集した情報に基に、成果に対する達成度及び 5 項目評価の 2 つの観点に沿

って分析した。 

 

上記の分析結果及びそれに基づく提言や教訓を「モ」国側評価委員と確認の上、合同評価報告

書に取りまとめ、両政府に対して提言を行った。また、評価報告書の提言を受け、両政府で今後

取るべき措置について M/M にまとめた後、署名・交換を行った。 
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第３章 プロジェクトの実績 

 

３－１ 投入実績 

(1) 日本国側投入 

1) 専門家 

1)-1 長期専門家 

累計で4分野8名の専門家（チーフ･アドバイザー/農業機械試験評価、業務調整員、農業

機械利用・維持管理、農業機械改良）を派遣した。専門家氏名、指導分野、派遣期間は、

付属資料1 Annex 3の通り。 

1)-2 短期専門家 

累計で13名の短期専門家が派遣された。派遣期間は各々3～6週間。専門家氏名、指導分

野、派遣期間は、付属資料1 Annex 3の通り。 

2) 機材供与 

①農業機械利用･維持管理研修のための機材、②農業機械試験評価研修のための機材、③

農業機械改良研修のための機材、④研修用教材、⑤視聴覚機材、⑥車両、⑦その他必要な機

材等、予定した機材は全て供与された。供与された機材リストは、付属資料 1 Annex 4 の通

り。 

3) 現地業務費 

現地業務費として、傭人費（運転手 1 名、警備員傭上等）、資機材費（研修等で使用する資

機材）、印刷費（教材・パンフレット）、出張旅費（地方研修・調査等）、消耗品費（文房具

等小額資材、燃料代）等を支出した。内訳は、付属資料 1 M/M Annex 5 の通り。  

4) C/P 研修 

14 名のスタッフが受講した。研修分野は、①農業機械及び農業普及、②試験評価、③農業

機械改良、④農業機械化システム、⑤家畜飼養技術、⑥農業機械利用・維持管理及び施策技

術、⑦農業機械化行政である。研修員氏名及び派遣期間は、付属資料 1 M/M Annex 6 の通り。 

 

(2)「モ」国側投入： 

1) 長期専門家に対する C/P の配置 

農業機械利用･維持管理分野に 4 名、試験評価分野に 3 名、改良分野に 3 名の C/P が配置さ

れた。プロジェクトに配置された C/P の氏名と派遣期間及び担当分野は、付属資料 1 M/M 

Annex 6 の通り（プロジェクト・ダイレクター(P/D)、9 名の技術指導スタッフ 1、秘書は、

上記 C/P の人数に含めない）。 

                         
1  本プロジェクトでは、研修指導にあたる指導教官は C/P と技術指導スタッフに分かれており、C/P は大学卒

で、主に講義・技術指導を行い、技術指導スタッフは、高等技術専門学校卒で、主に実技、実習を担当する。 
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2) 短期専門家に対する C/P の配置 

短期専門家が派遣される毎に、プロジェクト活動を通じて長期専門家から技術指導を受け

ている C/P の一部が各短期専門家に対して配置された。配置された C/P の氏名と派遣期間及

び担当分野は、付属資料 1 M/M Annex 6 の通り。 

3) ローカル･コスト負担 

「モ」国側が負担したローカル・コストの内訳は、付属資料 1 M/M Annex 7 の通り。本プ

ロジェクトの研修費用（研修生の旅費、宿泊費、食費等、研修に必要な経費）は「モ」国側

予算から支出されている。しかし、2003 年に試験評価、改良研修を開始するにあたり、農業

省内で経費負担を行う部署間の調整に時間がかかったために、研修の開始が 1 年近く遅れた。

その後、専門家及び JICA 事務所から農業省へ働きかけを行い、予算措置がなされた。その他

事務所光熱費、公用車保険、地方での研修時の燃料代、作業場の改修工事費用はプロジェク

ト開始当初より「モ」国側予算から支出されている。 

4) その他必要人員 

プロジェクト要員の支援スタッフとして、秘書が 1 名雇用・配置された。 

5) 施設 

①各専門家の執務室、②農業機械研修に係る演習室、③会議・講義室、④実習のための演

習用圃場等、プロジェクト実施に必要な施設は全て提供された。 

 

３－２ 成果の達成度 

本評価では、成果の達成度を定量的に評価するための指標に加えて、同指標を補完し、定性的

に評価するための「視点」を追加して設定し、指標、視点の両面から評価することとした。 

 (1) 包括的な農業機械化研修プログラム作成に向けての調査分析分野 

成果 1 調査分析に基づき、IAV において普及職員等を対象とした農業機械化の包括的な研

修プログラムが創設される 
指標 15 以上の研修コースが創設される 
視点 C/P が、農民、普及職員等の裨益対象者のニーズを汲み取るモニタリング手法を修得

し、研修プログラムに反映して創設、運営することができる 
 

達成度： 

創設研修コース数は、2001 年には、利用・維持管理研修のみ 6 コース（基礎研修と特別研修

灌漑コース）で開始されたが、農家、農業組織、農業機械作業の請負業者、普及職員等を中心

にアンケート調査を行った結果を基に、研修を追加しており、現在までに 23 コースを創設した

ことから指標は全て達成した（付属資料 1 M/M Annex 8）。 

 

創設研修コース 

研修分野  研修コース名 

基礎研修 ①エンジン・トラクタ、②収穫・ポストハーベスト、 

③耕耘・播種、④防除・管理、⑤機械化経営 

利用・維持管理 

 

 特別研修 ⑥灌漑、⑦家畜生産、⑧機械調整 
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 ガイド＆キット研修 ⑨耕耘、⑩施肥播種、⑪防除、⑫収穫、⑬ポテト、⑭脱穀

試験評価 基礎研修 ①収穫、②耕耘・播種 

基礎研修 ①基礎 I、②基礎 II、③実践基礎 I、④実践基礎 II 改良 

特別研修 

（油圧制御） 

⑤基礎技術、⑥基礎技術の応用、⑦応用技術 

 

視点については、各研修の運営・指導にあたる指導教官の育成が行われ（現在までに延べ 27

名 2、利用・維持管理研修、試験評価研修は、C/P で自主的な運営を進めていくことが可能であ

る。しかし、改良分野の C/P については、より適切な研修プログラムを創設･運営する上で改良

技術の実務経験が更に必要と考えられる。この視点について 6 名の C/P へ質問票による調査を

行ったところ、3 名（利用･維持管理と試験評価分野の C/P）が、研修プログラムを作成する技

術について「十分に評価できる」、2 人が（改良分野の C/P）、｢中程度に評価できる｣と評価した。

なお、本評価について日本人専門家と C/P へのインタビュー調査を行った結果、同様の評価を

得た。 

 

 (2) 農業機械の利用･維持管理分野 

成果 2 普及職員等を対象とした農業機械の利用･維持管理に関わる研修が実施される 
指標 ・理論並びに実技に係わるテキストが 14 種類以上開発される 

・8 名以上のスタッフが指導教官としての役割を担えるようになる 
視点 C/P が、農業機械の利用･維持管理研修に関して研修テキストを作成し、研修を企画･

運営をすることができる 
 

達成度： 

本研修は 2001 年より開始されており、現在まで継続して行われている。現在までに 10 名の

指導教官、9 コースの研修を創設し、32 種類のテキストの作成を行った（付属資料 1 M/M Annex 

8）。また、2003 年よりプロジェクトの上位目標である「中小規模農家が普及活動を通じて農業

機械に関する理解を深める。」を達成するべく、中小規模農家を対象に、普及職員等とともに現

場で農業機械の利用方法をデモンストレーション形式により指導する Guide & Kit 研修 を行っ

ている（付属資料 1 M/M Annex 9）ことから、指標は全て達成した。 

視点については、作成された教材、日本人専門家と C/P とのインタビュー調査から判断して、

本研修に関わる全ての指導教官が利用･維持管理研修の企画･運営に必要な技術を修得したと考 

える。 

この分野の 3 名の C/P に対する質問票による調査によれば、全ての C/P が、研修コースを企

画・運営する技術について｢十分に評価する｣と評価している。本評価について日本人専門家と

C/P へのインタビュー調査を行った結果、同様の評価を得た。 

                         
2 本プロジェクトで育成された C/P や技術指導スタッフは、指導分野が複数にわたることがあり、延べ人数とし

て、利用・維持管理分野が 10 名（C/P が 8 名、技術指導スタッフが 2 名）、試験評価分野が 9 名（C/P が 6 名、

技術指導スタッフが 3 名）、改良分野が 8 名（C/P が 4 名、技術指導スタッフが 4 名）となっており、計 27 名

である。 
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  (3) 農業機械の試験評価分野 

成果 3 普及職員等を対象とした農業機械の評価試験に関わる研修が実施される 

指標 ・理論並びに実技に係るテキストが 6 種類以上開発される 
・6 名以上のスタッフが指導教官としての役割を担えるようになる 

視点 C/P が、農業機械の試験評価研修に関して研修テキストを作成し、研修を企画･運営

をすることができる 
 

達成度： 

本研修については、農業省内で予算措置を行う部署間の調整の遅れにより、2003 年 6 月に本

格的に開始された。しかし、研修が開始される前から技術指導にあたるスタッフの育成を継続

してきており、現在までに 9 名の指導教官、2 コースの研修を創設し（付属資料 1 M/M Annex8）、

10 種類のテキストを作成した（付属資料 1 M/M Annex 9）ことから、上記の指標は全て達成した。 

視点については、作成された教材、専門家と C/P へのインタビュー調査の結果、本研修に関わ

る全ての指導教官は、試験評価訓練コースの企画･運営に必要な知識・技術を修得したと判断す

る。この分野の 3 名の C/P に対する質問票による調査によれば、全ての C/P が、研修コースを

企画・運営する技術について｢十分評価する｣と評価している。本評価について、日本人専門家

及び C/P にインタビュー調査を行った結果、同様の評価を得た。 

 

(4) 農業機械の改良分野 

成果 4 普及職員等を対象とした農業機械の改良に関わる研修が実施される 
指標 ・理論並びに実技に係るテキストが 5 種類以上開発される。 

・4 名以上のスタッフが指導教官としての役割を担えるようになる 
視点 C/P が、農業機械の改良研修に関して研修テキストを作成し、研修を企画･運営をす

ることができる 
 

達成度： 

本研修については、農業省内で予算措置を行う部署間の調整の遅れにより、2004 年 5 月に本

格的に開始された。しかし、「試験評価分野」と同様に研修が開始される前から技術指導にあた

るスタッフの育成を継続してきており、その結果、現在までに 8 名の指導教官、7 コースの研修

を創設し（付属資料 1 M/M Annex 8）、8 種類のテキストを作成したため（付属資料 1 M/M Annex 

9）、上記の指標は全て達成した。 

視点については、作成された教材、日本人専門家と C/P とのインタビュー調査の結果、本分

野に関わる全ての指導教官が改良に関する知識を十分に修得したと見られるが、実際に改良を

行った経験に乏しく、今後、修得した知識を改良研修に活用するための更なる経験が必要であ

ると考える。 

また、本分野の 3 名の C/P に対する質問票調査によれば、2 名の C/P が研修コースを企画・

運営する技術について｢概ね評価する｣と評価している。但し、当初計画における工作技術や設

計技術分野の達成度は、目標の 50～60％程度に留まっている（付属資料 1 M/M Annex 1）。   

これより、同項目についてプロジェクト終了までに指導教官の技術レベル向上を図る具体的な

活動計画を作成し（付属資料 1 M/M Annex 14）、引き続き技術指導を実施することで達成度を

60～70％程度まで引き上げることとした。 
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３－３ プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標 農業機械に関わる専門技術を有する十分な数の普及職員等が育成される 

指標 CFMA の研修コース受講者が 5 年間で 500 人･コース以上になる（各コース

の参加者の累計であり、同一人物が複数のコースに参加した場合は、参加し

たコースの数全てを数える) 
視点 CFMA の研修コースを修了した普及職員等が、研修で修得した技術を活用で

きる 
 

プロジェクト目標達成度：プロジェクトで育成された普及職員等の合計数は述べ 826 人（付属

資料 1 M/M Annex 8）であり、上記指標は全て達成したと判断できる。内訳は以下の通り。 

 

研修コース別受講者人数実績（*予定人数） 

受講人数（名） 研修分野  研修コース名 
2001 年 2002 年 2003 年 2004 年

エンジン・トラクタ 19 25 9 *10 
収穫・ポストハーベスト 16 25 10 *10 
耕耘・播種 17 28 8 *10 
防除・管理 14 26 9 8 

基礎研修 

機械化経営 17 27 10 6 
灌漑 6 11  81 
家畜生産    45 

特別研修 

機械調整   45  

利用・維持管理 
 

 

ガイド＆キット研修 耕耘、施肥播種、防除、 
収穫、ポテト、脱穀 

  86 203 

収穫   10 10 試験評価 基礎研修 

耕耘・播種    10 
基礎 I    10 
基礎 II    10 
実践基礎 I    8 

基礎研修 

実践基礎 II    8 
基礎技術  4   
基礎技術の応用  2   

改良 

特別研修 
（油圧制御） 

応用技術  3   
合計 826 名（利用・維持管理分野 751 名、試験評価分野 30 名、改良分野 45 名） 

 

視点については、研修受講者に対して研修の前後に実施した試験の獲得点数を比較した結果、

約 1.9 倍向上したことが確認されており、研修受講者の農業機械に関わる知識は十分に向上したと

判断される。 

更に、日本人専門家と C/P へのインタビュー調査の結果から判断すると、利用･維持管理と試験

評価コースの参加者は、訓練コースで修得した技術を活用する技術については目標レベルまで修

得したと考えられる。 

一方、改良コースの参加者については、目標レベルである実際の現場で改良技術の相談・指導

を実施するためには、実践での更なる改良技術の活用経験が必要であると考える。 
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３－４ 上位目標の達成見込み 

上位目標 中小規模農家が普及活動を通じて農業機械に関する理解を深める 
指標 CFMA の訓練コースの参加者による農業機械化分野の普及活動（セミナー、

実演会）に、10,000 人以上の農民が参加する 
 

上位目標の達成度：ローカルコンサルタントへの委託調査による CFMA での研修を修了した普

及職員 21 名に対して行ったプロジェクトのインパクト調査結果（付属資料 2 及び 3）によれば、

同普及職員 21 名により 5,293 名の農民に対して普及活動が行われていることを確認した（①利用･

維持管理分野：4,988 名、②試験評価分野：280 名、③改良分野：25 名）。このことから、研修を

修了した普及職員 1 人当たり平均 252 人の農民へ農業機械に関わる技術指導が行われていると考

えられる。 

研修を修了した普及職員は、少なくとも 100 名程度であるため、同普及職員により農業機械に

関わる技術指導を受けた農民は 25,200 名程度になると予測できることから、上位目標は十分に達

成可能と判断する。 

また同様に、委託調査による、研修修了者によって技術指導を受けた農民 97 名に対して行った

プロジェクトのインパクト調査（以下、農民に対するインパクト調査 付属資料 2 及び 3）によれ

ば、調査対象農家の約 9 割が、農業機械の調整方法、農業機械のメンテナンス・修理方法につい

て知識が向上したと回答しており、8 割～9 割が、今後農業機械の調整やメンテナンスを行うと回

答している。また約 7 割が、CFMA の研修終了者から農業機械に関わる技術指導を受けたことに

より、良好な状態で農業機械を利用することができ、その結果収穫ロスを減少させることができ

たと回答している。 
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第４章  評価 5 項目の評価結果 

 

４－１ 妥当性 

 本プロジェクトの妥当性は以下の理由から高いと判断される。 

(1) 政策との整合性 

本プロジェクトは、「モ」国の 3 つの国家開発計画、①経済社会開発計画（1999 年～2003

年）（Plan de Development Economique et Social 1999-2003）、②農村開発戦略 2020（Rural 

Development Strategy 2020）、③「モ」国農業の状況 2001（Situation de l’ Agriculture Marocaine 

2001）に合致していることを確認した。①では、農業機械化の促進、農業機械化に関わる普

及職員等の育成、②では農業生産性の向上と農業普及技術に携わる人材の育成、③では、農

業機械化政策の方針として研究と人材育成、現場での農業機械の導入を促進することが重要

であると記されている。 

また、JICA 国別事業実施計画では、援助重点分野を｢地方部を中心とした開発が遅れている

地域の開発支援｣、開発課題を｢零細農民･漁民に対する資金的･技術的支援｣としており、この

開発課題を満たすための開発プログラムとして｢小規模零細農業振興プログラム｣を設定し、

本プロジェクトを位置付けている。 

上述より、本プロジェクトは日本国・「モ」国双方の政策に十分に合致している。 

 

(2) 必要性 

「モ」国における農業分野の生産高は、国内総生産の 20％に達し、「モ」国経済に占める割

合が最も高い主要産業である。「モ」国政府は農業の近代化、生産性の向上による食糧生産量

の増大を目標として農業機械化を最も重要な基盤と位置付け、中小農家への農業機械導入を

推進するために、農業資機材購入時の補助金制度等を導入してきた。 

しかし、中小規模農家は農業機械の適切な利用方法についての経験が少なく、また、適切

な技術指導を行える普及職員が不足していることから、普及職員の知識・技術の向上を図る

目的で、本プロジェクトが要請・実施されており、「モ」国にとって本プロジェクトの必要性

は高い。 

更に、日本人専門家と C/P とのインタビュー調査の結果から、プロジェクトで実施された 3

つの訓練コース（農業機械利用・維持管理、試験評価、改良）は、いずれも「モ」国側の農

業機械化推進に係る課題を解決する上で必要性は高い。 

 

(3) ターゲットグループの適切性 

ターゲットグループである普及職員等は、農業機械を専門とする割合が低く、農家の農業

機械に関する知識・技術のニーズに対して的確に応えることが困難であった。しかし、ロー

カルコンサルタントへの委託調査によるCFMAでの研修を修了した普及職員21名に対して行

ったプロジェクトのインパクト調査結果（付属資料 2 及び 3）によれば、普及職員の 80％が、

研修は有効であったと回答し、内 70％が CFMA で修得した技術を現場で活用し普及活動を行

っていると回答している。 
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上述より、ターゲットグループの選定は適切であり、ターゲットグループのニーズに合致

している。 

 

４－２ 有効性 

 本プロジェクトの有効性はある程度高かったと判断されるが、C/P のプロジェクトへの関わりに

ついて不十分な点があった。 

プロジェクト目標は、当初の指標「CFMA の研修コースの受講者が 500 人・コース以上になる」

から判断すれば達成していると判断できる。 

また、追加する視点である「CFMA の研修コースを修了した普及職員等が、研修で収得した技

術を活用できる」については、研修を修了した普及職員の向けインパクト調査の結果（付属資料 2

及び 3）、利用・維持管理、試験評価研修を修了した普及職員は、現場で修得した技術を活用して

農民へ技術指導を行っていることを確認した。  

しかし、改良コースの研修修了者については、研修修了者の 60％が、現場における農業機械の

改良ニーズを汲み取るための情報収集を行っているものの、実際の改良技術に関する指導を行っ

ている普及職員は 20％に留まっている。 

本分野について、日本国・「モ」国双方による合同評価委員会で、普及職員に求められる改良技

術レベル（付属資料 1 M/M Annex 13）について再度確認した結果、改良分野における普及職員の

役割は、①農家から農業機械に関する問題点を収集・把握して、行政、国立研究機関、メーカー

等に伝える、②行政、国立研究機関やメーカー等から得られた情報を適切に理解し農家に伝える

こと、である。これより、同役割を果たすため必要な技術は、普及職員が自ら改良を行う技術で

はなく、改良に関わる設計や製作に関する基本的知識の修得であると定義した。 

これを踏まえて、日本人専門家と C/P とのインタビューを行った結果、改良研修を修了した普

及職員は、設計や製作に関する基本的知識の修得は十分ではなく、農家から農業機械に関する問

題点を収集・把握し適切な機関へ伝達するためには、実際の改良を行う経験が更に必要であるこ

とを確認した。 

また、プロジェクトで育成された指導教官の多くが兼任であったために、プロジェクトへ割く

時間的制約があり、特に改良分野に関わる指導教官は、改良研修に携わる時間を、利用･維持管理

や試験評価のコースの計画･運営に時間を多く割かれたことから、改良分野の成果及びプロジェク

ト目標を円滑に達成させる上で影響を及ぼした。 

 

４－３ 効率性 

達成された成果から考え、投入はほぼ効率的に行われたと判断される。 

(1) 専門家 

日本人専門家と C/P とのインタビュー調査の結果から判断すると、全般的に、日本人長期

専門家の数、専門性、能力、派遣期間、派遣時期は適切であったことを確認した。但し、利

用･維持管理分野及び試験評価分野について、C/P より一部の短期専門家についてコミュニケ

ーション能力に問題があり、技術修得に支障があったとの指摘を受けた。 
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(2) 国別研修 

国別研修には合計 14 名の C/P が参加した（分野は、①農業機械化と普及、②試験評価と利

用技術、③農業機械化システム、④農業機械化の経済、⑤資料作物生産、⑥農業機械試験評

価、⑦利用･維持管理と実地生産手法）。これに関し、C/P とのインタビュー調査を行った結果、

全ての C/P が研修の成果を認めると回答している。 

特に、農業生産の現場の課題を、研修にフィードバックする方法や農業機械の研究員が直

接普及職員の指導に関わるシステム等を学ぶことができ、同システムを、「モ」国へいかに適

応させるかについて、検討する経験を持てたことを高く評価している。 

 

(3) 「モ」国側による研修経費の負担 

R/D において、農業省は CFMA の研修生に対し、旅費、宿泊費、食費を負担するとしてお

り、プロジェクト開始当初より利用維持管理研修については、研修生への必要経費を負担し

ていた。しかし、試験･評価と改良の研修生への必要経費の負担は 2004 年まで行われなかっ

た。 

その理由として、同省庁内での予算負担を行う部署間の調整に時間を要したことが挙げら

れるが、この結果、試験評価分野、改良分野の成果を円滑に達成させる上で影響を及ぼした。 

 

４－４ インパクト 

前述した様に、上位目標は、プロジェクト終了後の早期に達成が見込まれる。また、プロジェ

クト関係者へのインタビュー調査の結果、以下の正のインパクトが認められる。 

(1) プロジェクトで開発したテキストや供与された機材は、IAV の学生向け講義でも活用されて

おり、座学中心の講義による指導から実技を伴う演習による指導の必要性が、指導教官及び

IAV の学生にも理解されている。 

 

(2) これまでは、IAV のような大学の教員が、実際の現場に赴き調査や指導を行うことは稀であ

ったが、プロジェクトを契機として実際の現場で課題・ニーズ調査や、研修プログラムを作

成し始めることとなり、その活動を通じて実践的手法の有用性を認識することができた。 

 

(3) 今まで研修受講者からの評価を受けることが無かった C/P にとって、研修のフィードバッ

クを通じて課題を把握し、次回の研修へ反映させることが可能となった。また、実施にあた

っては、研修の分野別に研修員の指導法、テキスト作成等について議論を行った。これまで、

C/P は大学教授ということから他の教授と協同で作業を行い、意見交換を行う機会は少なか

ったが、本プロジェクトを通じて C/P 間の連携が強化された。 

 

(4) 「モ」国は、農業機械の運転免許制度や点検制度を持たないため、農業機械に関わる事故

が多いことから、短期専門家により農業機械の安全利用セミナーを実施した。同セミナーは、

「モ」国における農業機械利用に関わる安全意識を向上させる上で役に立った。 

 

(5) プロジェクトを通じて、関係省庁の部局や、民間セクター、研究・開発機関等と密接に協
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力した経験は、関係機関の連携の強化に役立った。 

 

(6) 農民レベルのインパクトとしては、プロジェクトで研修を修了した普及職員により、農民

へ播種機の指導が行われた結果、労働力の軽減及び生産量の向上を図ることができた。 

 

４－５ 自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性は以下の理由により高いと判断される。 

(1) 組織・制度面 

プロジェクト終了後、IAV は、CFMA を IAV 内の正式な一機関として位置付け、組織の定

義、役割、研修運営、研修施設、予算及び人員配置について規定した文書を 2005 年 2 月 28

日に作成し（付属資料 1 M/M Annex 11 及び 12）IAV 学長が承認した。同文書に基づいて、プ

ロジェクト及び CFMA が継続して運営されることが期待される。 

また、「モ」国の国家開発計画である「農村開発戦略 2020」（Rural Development Strategy 2020）

では、農業生産性向上のための農業機械の導入及び農業機械に係る人材育成を重点としてお

り、今後とも政策面での支援が継続することが期待できる。 

 

(2) プロジェクト終了後の実施体制 

プロジェクト終了後の CFMA の自立発展性を確保すべく、プロジェクトが主体となって、

上述 CFMA の規定文書と同時に、プロジェクト終了後の 3 カ年計画を策定し IAV 学長の承認

を得た（Plan d’action du CFMA après l’achevement du Projet 付属資料 1 M/M Annex 11 及び 12）。      

本計画は、農業機械利用・維持管理、試験評価、改良の 3 分野の研修を継続して実施し、

研修コースの追加・改善を行うことを挙げている。例えば利用・維持管理研修に関して、研

修対象者を普及職員に限らず、農業専門学校（ITA）や農業高等学校（CQA）の講師等へ拡大

すること、試験評価研修に関しては、農業省、教育研究開発局（DERD）と協同で、農業機械

の試験評価の結果をデータベース化して他の研究機関へ情報の提供を行うこと、また改良研

修では、実践的な改良の経験を修得するため、現在 4 週間で行われている研修期間を必要に

応じて延長することを挙げている。 

 

(3) 財政面 

CFMA のプロジェクト終了後の 3 カ年計画によれば、今後、受け入れる研修生の人数を順

次増加させる予定であり、そのため農業省から受託する研修費の増加が見込まれることから、

財政面において自立することが期待できる。 

また上述の計画は、農業省次官が承認しており、研修に必要な予算については、引き続き農

業省及び IAV から予算措置を行うことを承認する文書が作成されている（付属資料 1 M/M 

Annex 11 及び 12）。 

 

(4) 技術面 

技術面においては、研修を担当する指導教官が、自ら研修を企画・運営するために必要とさ

れる知識・技術を概ね修得している。 
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しかし、改良分野に関わる指導教官は、知識は十分に修得しているが実際に改良を行った

実践に乏しく、更なる経験が必要である。また、モニタリング、評価、フィードバックとい

う一連の活動を終了していない研修分野もあるため、プロジェクト終了までに同活動を完了

させ、その結果を踏まえ、研修生のニーズ及び必要とされる技術を、適切に研修教材や研修

コースへフィードバックすることが求められる。 

更に、各々の指導教官がプロジェクトで修得した知識・技術を、他の CFMA 指導教官へ指

導・普及させる仕組みが構築されていないことから、プロジェクト終了までに、知識・技術

の普及体制の構築及び運用を行うことを「モ」国側と確認した。また機材の管理について、

管理台帳の作成は行っているが、責任体制が明確にされていないため、プロジェクト終了ま

でに管理台帳の更新及び責任体制の明確化を図ることとした。 

 

４－６ 結論 

 日本国・「モ」国合同評価委員会による終了時評価の結果を踏まえて、合同評価報告書を取りま

とめ、以下の通り合同調整委員会にて報告した。 

(1) プロジェクト目標は、当初の指標から判断すれば達成していると判断する。また、追加す

る視点に照らした場合は、研修を修了した普及職員を対象としたインパクト調査の結果（付

属資料 2 及び 3）、利用・維持管理及び試験評価の研修の修了者は、現場で修得した技術を活

用して農家へ効果的に技術指導を行っている。しかし、改良研修の修了者は、農家から農業

機械に関する問題点を収集・把握し、適切な機関へとの橋渡しを行うためには、実践的な改

良について更なる経験が必要であることを確認した。 

 

(2) 上記のインパクト調査の結果、現在までに、約 100 名の普及職員等が育成されており、そ

の普及職員 1 人当たり約 350 人の農民に指導を行っていることから、プロジェクト終了後の 3

カ年計画が農業省の主体性と責任において確実に実行に移されれば、プロジェクト終了後、

早期に上位目標の達成が見込まれる。 

 

(3) 試験･評価及び改良分野の研修生への農業省による必要経費は 2004 年まで負担されなかっ

た。これは、同省において予算配分を行う部署間の調整に時間を要したことが理由であるが、

これは試験評価分野、改良分野の成果を円滑に達成させる上で影響を及ぼした。 

 

(4) 改良分野について、日本国・「モ」国双方による合同評価委員会で、普及職員に求められる

改良技術レベル（付属資料 1 M/M Annex 13）について再度検討した結果、「農家から農業機械

に関する問題点を収集・把握して、適切な機関へ伝えること及び農業機械に係る情報を理解

し農家に伝えることである」との確認を行った。 

 

(5) (4)を踏まえて、普及職員に求められる改良技術を指導するために指導教官が修得すべき技

術については、現時点で当初目標の 50～60％程度に留まっており、プロジェクト終了までに

更に効率的かつ効果的な技術指導を行い、達成度を向上させる必要がある。また、実際の現

場の課題を汲み上げ、農業機械の改良に応用する実践経験が不足していることを確認した。 
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なお、本評価結果を農業省次官に報告した際に、以下の発言があった。 

・「モ」国において、農業機械化の促進は生産性の向上に寄与するために必要不可欠であり、農

業省も支援している。それには、農業機械化を推進する人材の育成が重要であり、本プロジ

ェクトが果たした役割は大きい。 

・本プロジェクトの目標及び成果を達成したとの評価に基づき、プロジェクトの延長は無いと

の合同評価委員会の決定を尊重するが、今後も CFMA の運営及び「モ」国の農業分野におけ

る日本国の継続した支援・協力を要請したい。 

 

また、合同調整委員会においてプロジェクト・ダイレクター（P/D）より以下の発言があった。 

・IAV は普及職員等への継続教育を実施する機関であり、農業機械を専門分野とする普及職員 

等の育成を目的とした本プロジェクトは非常に有益であった。今後も IAV が CFMA に対し必

要な予算措置を継続する。 

・本プロジェクトは終了するのではなく、今後は「モ」国側で CFMA の運営を行うが、「モ」

国側で不足する技術等について、日本国側の継続した支援・協力を要請する。 

・IAV は、これまで近隣アフリカ諸国に対して、留学生の受入れや研修を実施しており、南南

協力の経験を十分に有している。本調査の結果、農業機械の利用・維持管理及び試験評価分

野については、C/P が研修を企画運営する技術を十分に修得していることから、近隣アフリ

カ諸国を対象とした第三国研修の実施について、日本国側に協力を願いたい。 
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第５章 提言と教訓 

 

５－１ 提言 

本プロジェクトにおいて蓄積された知識・技術を継続的に発展させ、普及させるため以下の事

項を提案する。 

(1) 改良研修において、指導教官育成にかかる工作技術及び設計技術等の未達成の項目に つ

いて、プロジェクト終了までに、可能な限り達成度を向上させ、技術の定着を図る具体的な

活動計画を C/P と協議して作成し、プロジェクト終了まで技術指導を継続する（付属資料 1 

M/M Annex 14）。 

 

(2) 改良分野について、(1)の活動計画に沿って C/P へ継続して技術指導を行った上で、知識・

技術が不足する部分については、C/P が自身で改良研修の企画・運営を実施し、実践的な改

良の経験を重ねることを目的に、国別研修の実施を提案する。また、同分野の研修を要請す

るにあたっては、プロジェクト専門家及び JICA モロッコ事務所と十分に協議を行い、研修対

象者、期間及び本研修に求める成果を明確にし、要請を行う。 

 

(3) プロジェクト関係者は、本プロジェクトを自らの努力によって継続させ、CFMA を「モ」

国のみならず、近隣諸国における農業機械化に係る技術拠点とする。 

 

(4) プロジェクト終了後は、IAV 学長（P/D）を中心とした合同調整委員会（JCC）を定期的に

開催し、プロジェクトの進捗及び課題、問題点について適宜モニタリングを実施し、必要に

応じて提言を行い、対策を講じる。 

 

(5) 同モニタリングの結果、CFMA に農業機械に関わる十分な知識・技術が蓄積され、研修指

導教官も自ら研修を企画・運営が可能と判断される場合、JICA モロッコ事務所と十分な協

議・検討の上、近隣諸国を対象に農業機械に関わる第三国研修の実施を検討する。 

 

(6) CFMA において蓄積された経験、知識、技術を「モ」国の政策へ反映させ、普及展開させ

るために、「モ」国の農業機械化政策に関わる政府諮問機関である農業機械化委員会は、CFMA

と他の関連機関との調整役を果たす。 

 

５－２ 教訓 

(1) プロジェクト開始時の基本計画作成にあたっては、プロジェクトの円滑な運営を担保する

ために、プロジェクト関係機関の法的位置付け、プロジェクトへの協力関係の確認及び予算・

実施体制の確認を行い、各々の機関の所掌業務、責任、役割の分担を定義し、関係者間で共

有を図る。 
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(2) 各種運営指導調査時に問題点が顕在化している場合は、同問題について JCC 等の関係機関

との協議の場で共有認識を醸成し、その対策を M/M で確認して合意形成を図ることが重要で

ある。 

 

(3) 本件の様なプロジェクトの拠点としてセンターを設けた上で、普及職員等へ研修を通じた

技術移転を行う形態のプロジェクトでは、研修を行い養成する普及員の数を増やすことがプ

ロジェクトの目的と化してしまう危険性がある。そこで本来の目的を明確にするために、プ

ロジェクト目標や成果の指標を定量的に評価できる数値を設定するとともに、定性的に質を

図る指標を設定することが必要である（研修プログラムの質、教材の質、研修生のテストで

の評価、関係者への満足度当のインタビュー調査等）。 

 

(4) 研修プログラムは、現場での普及職員及び農家のニーズと課題を特定・分析して開発を行

うことが重要であり、モニタリング、評価、フィードバックを通じた研修プログラムの改良

を継続することが重要である。 

 

(5) 農業機械に関わる分野は、IAV の様な研究・教育機関だけではなく、その他の関連する行政

機関、研究・開発機関、民間セクター等多岐にわたるため、関係者間で情報の交換や連携関

係の構築が重要である。 



 

 

 

 

 

 

付 属 資 料 

 

 

1．ミニッツ 

2．プロジェクトのインパクト調査結果（原文） 

3．プロジェクトのインパクト調査結果（抄訳） 

4．合同調整委員会報告資料 
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